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久 留 米 市 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 

 

 久留米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17 年条例第 77 号）に基づ

き、久留米市の人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。  

 

１  任免及び職員数に関する状況  

(1) 職員の任免 (令和５年度 )  

  令和５年度に新たに採用された一般職の職員及び退職した一般職の職員の状況は、次

のとおりです。  

 ア  職員の採用                  （ 単 位 ： 人 ）  

区分  合計  行政職  
技能  

労務職  
高等学校  

教育職  

新規採用  96 94 0 2 

（注）国や他団体との人事交流に伴う採用を含み、短時間勤務職員は除いています。  

 

 イ  職員の退職                  （ 単 位 ： 人 ）  

区分  合計  行政職  
技能  

労務職  

高等学校  

教育職  

退

職  

定年退職  0 0 0 0 

その他  71 70 0 1 

合計  71 70 0 1 

（注）国や他団体との人事交流に伴う退職を含み、短時間勤務職員は除いています。  

(2) 部門別職員数の状況と主な増減理由                 （各年４月１日現在、単位：人）  

区分 

部門 

職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和 5 年 令和 6 年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議  会    １３    １３ ０  

総  務   ３５３   ３４９ －４ 広報事業、セーフコミュニティ事業整理 

税  務    ９９   １００ １ 税務業務体制強化 

民  生   ３２３   ３２２ －１  

衛  生   ２０３   ２０３ ０  

労  働     ９     ９ ０  

農林水産    ９１    ９１ ０  

商  工    ５１    ５１ ０  

土  木   ２３１   ２３０ －１  

小  計 １，３７３ １，３６８ －５  

教  育 ２９０   ２８８ －２ 事務の統廃合縮小など 

消  防 ０     ０ ０  

小  計 １，６６３ １，６５６ －７  

公       

営会 

企計 

業部 

等門 

水  道 ７２    ７２ ０  

下 水 道 ５１    ５２ １ 土木技師の体制強化 

そ の 他 ９７    ９９ ２  

小  計 ２２０   ２２３ ３  

合  計 １，８８３ １，８７９ －４  

 （注）１ 職員とは、一般職に属する職員のことで、地方公務員の身分を保有する休職者などを含み、市

長などの特別職や教育長、非常勤職員を除いた実配置数です。  

     なお、教育部門には市立高校教職員を含みます。  

    ２ 市は、この他に会計年度任用職員などを必要に応じて任用しています。  

    ３ 公営企業等会計部門の「その他」とは、国民健康保険・競輪・市場・介護保険・後期高齢者医

療などの特別会計のことです。  
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２  人事評価の状況  

 久留米市では、職員の意欲と能力の向上による成 長、職員間の連携の向上及び組

織 力 の 強 化 を 目 的 と し た 人 事 評 価 制 度 を 運 用 し て お り 、 そ の 概 要 は 次 の と お り で

す。  

評価対象者 一般職の職員 

評価対象期間 
4 月 1 日から翌年 1 月 31 日 

※5 月に異動した職員は 5 月 1 日から 

評価方法 

業績評価:職員自ら設定した組織目標の達成状況及び達成過程を評価 

行動評価:職務遂行に際して求められる行動等が当該職務においてど

の程度発揮されているかを評価 

評価結果の活用 職員の人材育成への活用及び人事給与制度への反映 

  (注) 高等学校教職員は、県立高等学校の教職員に準じます。 

 

３  給与の状況  

(1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区 分 
住民基本台帳 

人口(年度末) 

歳 出 額 

Ａ  

人 件 費 

Ｂ  

人件費率 

Ｂ／Ａ  

(参考) 

前年度の 

人件費率 

令和５年度 
人 

300,516 

千円 

149,659,918 

千円 

17,172,772 

％ 

11.5 

％ 

12.2 

（ 注 ） 人 件 費 に は 、 事 業 支 弁 に か か る 分 を 含 み ま す 。 ま た 、 特 別 職 や 会 計 年 度 任 用 職 員  

の 給 与 、 報 酬 な ど を 含 み ま す  

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）  

区 分 職員数Ａ  
給     与     費 一人当たり 

給与費 

Ｂ／Ａ 給 料 職員手当 期末手当 

勤勉手当  
計 Ｂ 

令和５年度 
人 

1,663 

千円 

7,490,025 

千円 

1,541,369 

千円 

2,874,796 

千円 

11,906,190 

千円 

7,159 

   （注）１ 職員手当には退職手当を含みません。  

         ２ 給与費には事業支弁にかかる分を含みます。  

     ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の給与費が含まれます  

が、職員数上は当該職員を含んでいません。  

 
(3) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況 (令和 6.4.1 現在) 

     一般行政職、技能労務職、高等学校教育職の平均給料月額等は、次のとおりです。  

区   分  平均給料月額  平均給与月額  平均年齢  

一般行政職  331,763 円  404,642 円  43 歳 4 月  

技能労務職  273,050 円  307,640 円  58 歳 6 月  

高等学校教育職  379,642 円  428,022 円  47 歳 4 月  

(注 ) 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、地域手当等の諸手当

の合計です。  
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(4) 職員の初任給の状況(令和 6.4.1 現在) 

学校卒業後直ちに職員に採用された場合の初任給は、次のとおりです。  

区    分  久留米市  国  

一般行政職  
大学卒  202,400 円  196,200 円  

高校卒  170,900 円  166,600 円  

技能労務職  高校卒  169,000 円  －  

高等学校教育職  大学卒  226,100 円  －  

(注 )１  国の技能労務職は、学歴区分に応じた初任給が定められておりません。  

２  高等学校教育職については、国に該当職がありません。  

 

(5) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (令和 6.4.1 現在) 

経験年数が１０年、１５年、及び２０年の職員の平均給料月額は、次のとおりです。  

区    分  経験年数１０年  経験年数１５年  経験年数２０年  

一般行政職  
大学卒  272,287 円  310,316 円  348,176 円  

高校卒  244,550 円  260,200 円  319,975 円  

高等学校教育職  大学卒  314,800 円  359,300 円  402,233 円  

(6) 一般行政職の級別職員数の状況 (令和 6.4.1 現在) 

職員は、従事する職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、その適用される給料表

に定める級に格付けされることになっていますが、行政職給料表が適用される一般行政

職の職員の級ごとの標準的な職務内容、その職員数及び構成比は、次のとおりです。  

職務の級 職務 職員数 構成比 

８級 
部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の

ものとして市長が別に定める職の職務  
 27 人  2.0％ 

７級 

１ 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度

のものとして市長が別に定める職の職務  

２ 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の

度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 

 37 人  2.8％ 

６級 
課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の

ものとして市長が別に定める職の職務  
157 人 11.8％ 

５級 

１ 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同

程度のものとして市長が別に定める職の職務  

２ 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の

度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務  

199 人 15.0％ 

４級 

１ 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度

のものとして市長が別に定める職の職務 

２ 困難な業務を行う主任主事の職務  

380 人 28.6％ 

３級 主任主事の職務 296 人 22.3％ 

２級 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務  109 人 8.2％ 

１級 主事の職務 125 人  9.4％ 

 

(7) 職員手当の状況  

 ①期末手当・勤勉手当  

久 留 米 市  国  

（令和5年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2 . 4 5月分     2 . 0 5月分 

（令和5年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2 . 4 5月分     2 . 0 5月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置有り 
（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置有り 
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②退職手当 (令和 6.4.1 現在) 

久 留 米 市  国  

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年     19.66950月  24.586875月 

勤続25年     28.03950月  33.270750月 

勤続35年     39.75750月  47.709000月 

最高限度額    47.70900月  47.709000月 

その他の加算措置  無し 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年     19.66950月  24.586875月 

勤続25年     28.03950月  33.270750月 

勤続35年     39.75750月  47.709000月 

最高限度額    47.70900月  47.709000月 

その他の加算措置  無し 

 

 ③地域手当 (令和 6.4.1 現在) 

支 給 対 象 地 域  支 給 率  支 給 対 象 職 員 数  国 の 支 給 率  

福 岡 市 内  10％  5 人  10％  

東 京 都 特 別 区  20％  2 人  20％  

医 療 職 給 料 表 適 用 職 員  16％  3 人  16％  

 

 ④特殊勤務手当 (令和 6.4.1 現在) 

手 当 の 名 称  主 な 支 給 対 象 職 員  主 な 支 給 対 象 業 務  

火葬業務手当 斎場に勤務する職員 直接火葬業務に従事したとき 

行旅病死人等

収容手当 
職員 行旅病人又は行旅死亡人の収容に従事したとき 

清掃作業手当 

環境部施設課、上下水

道部下水道施設課に勤

務する職員 

ピットステージ及び破砕機等による粉塵飛散下に

おいて、機器調整・清掃作業業務に従事したとき、

又は汚泥、しさの処理・清掃業務に直接従事したと

き 

狂犬病予防手

当 
保健所に勤務する職員 

狂犬病予防注射の作業又は犬の捕獲の作業に従事

したとき 

防疫作業手当 保健所に勤務する職員 
感染症患者の救護、家畜伝染病や狂犬病の患畜の救

護又は病原体の付着した物件を処理したとき 

移送手当 保健所に勤務する職員 入院させる精神障害者の移送に従事したとき 

結核患者訪問

指導手当 
保健所に勤務する職員 結核患者の家庭訪問指導業務に従事したとき 

産業廃棄物等

業務手当 

環境部廃棄物指導課に

勤務する職員 

特別管理産業廃棄物の処理施設、積替及び保管施設

又は投棄現場等への立入調査に従事したとき 

動物死体処理

手当 

保健所、環境部資源循

環推進課、各総合支所

の環境建設課に勤務す

る職員 

路上等で横死した犬猫等の死体収集業務に従事し

たとき 

災害応急作業

手当 
職員 

異常な気象状況等のもとで、重大な災害が発生し、又は

発生するおそれがある道路、河川等において行う巡回監

視、応急作業又は応急作業のための災害状況の調査その

他これらに相当すると認める作業に従事したとき 

教育業務連絡

指導手当 
高等学校教職員 

主任等に発令された教諭が当該担当に係る業務に

従事したとき 

教育特殊業務

手当 
高等学校教職員 

修学旅行等において児童又は生徒を引率して行う

指導業務で宿泊を伴うとき 

〃 高等学校教職員 

対外運動競技等において児童又は生徒を引率して

行う指導業務で宿泊を伴うもの又は週休日に行う

もの 

〃 高等学校教職員 

学校の管理下において行われる部活動における児

童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等に行

うもの 

  (注) 高等学校教職員は、県立高等学校の教職員に準じます。 
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 ⑤時間外勤務手当  

 令 和 ４ 年 度 決 算  令 和 ５ 年 度 決 算  

支 給 実 績  644,487 千 円  704,514 千 円  

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額    431 千 円  455 千 円  

 

 ⑥その他の手当 (令和 6.4.1 現在) 

手当名 内  容 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給する手当  

住居手当 
自ら居住するために住宅を借り受け、月額 16,000 円を超える家賃を支払っ

ている職員等に対して支給する手当  

通勤手当 職員の通勤距離に応じて支給する手当  

単身赴任手当 異動を原因として単身赴任となった職員に対して支給する手当  

休日勤務手当 休日に勤務することを命ぜられた職員に支給する手当  

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に対して支給する手当  

管理職員特別勤務手当 

管理又は監督の地位にある職員が、臨時又は緊急の必要により週休日等や

勤務日の夜間（午後１０時から午前５時まで）に勤務した場合に支給する

手当 

夜間勤務手当 正規の勤務時間が深夜にわたる職員に対して支給する手当  

宿日直手当 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給する手当  

初任給調整手当 
医療職など、専門的知識を有し、採用による欠員の補充が困難な職に採用

された職員に対して支給する手当  

(注) 高等学校教職員は、県立高等学校の教職員に準じます。 

 

(8) 特別職の報酬等の状況 (令和 6.4.1 現在) 

 

 

４ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

  職員の勤務時間その他の勤務条件は、地方公務員法に基づき国及び他の地方公

共団体の職員との間に権衡を失しないように考慮して、条例等 で定めています。

その概要は、次のとおりです。  

 

(1) 勤務時間  

  勤務時間は、休憩時間を除き、１日について７時間４５分、１週間について  

３８時間４５分です。  

  一般的な職員の勤務時間は、８時３０分から１７時１５分までとしています。

また、交替制勤務職員など、勤務の特殊性により、この勤務時間により難い職員

の勤務時間は、別に定めています。  

 

 

 

区   分  給  料  月  額  等  

給  

料  

市  長  1,097,000 円  

副 市 長   897,000 円  

報  

酬  

議  長   683,000 円  

副 議 長   616,000 円  

議  員   582,000 円  

期  

末  

手  

当  

市  長  

副 市 長  

（ 令 和 5 年 度 支 給 割 合 ）  

計   3.4 月  

議  長  

副 議 長  

議  員  

（ 令 和 5 年 度 支 給 割 合 ）  

計   3.4 月  
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(2) 休憩時間  

  一般的な職員の休憩時間は、１２時から１３時までの６０分としています。  

 

(3) 週休日・休日  

  週休日とは、原則として毎週日曜日及び土曜日を 、また、休日とは国民の祝日

に関する法律（以下「祝日法」という。）による休日に規定する休日及び年末年

始 の 休 日 （ １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で の 日 （ 祝 日 法 に よ る 休 日 を 除

く。））をいいます。  

  なお、公務の運営上の事情により、特別の形態によって勤務する必要のある職

員については、週休日を別に定めています。  

 

(4) 休暇  

  休暇の種類は、給与が支給されるか否かによって、有給休暇と無給休暇に分け

ることができます。有給休暇としては、事由を限らず、毎年与えられる年次有給

休暇と、特定の事由に基づいて認められる特別有 給休暇等があります。また、無

給休暇として、介護休暇等があります。  

なお、令和 ５年度における年次有給休暇の取得状況は次のとおりです。  

 

一般職員の年次有給休暇の平均取得日数  １４．２ 日  

(令和 5.4.1～令和 6.3.31) 

 

５  休業に関する状況  

  育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を

増 進 す る と と も に 、 行 政 の 円 滑 な 運 営 に 資 す る こ と を 目 的 と し て 設 け た 制 度 で

す。  

  また、部分休業とは、育児休業をとっていない期間において、子どもを託児な

どしながら養育しつつ勤務するための制度です 。  

  次世代育成の観点から、男性の積極的な育児参加が求められている中、久留米

市においても、各任命権者が職員の子どもたちの健やかな育成のための計画（特

定事業主行動計画）を策定し、育児休業等の制度周知の徹底と取得しやすい環境

整備を図っていくこととしています。  

  令 和 5 年度における育児休業及び部分休業の取得状況は次のとおりです。  

 

（ 単 位 ： 人 ）  

 育 児 休 業  

取 得 者 数  

部 分 休 業  

取 得 者 数  

男 性 職 員  ２ ６   ３  

女 性 職 員  ３ ９  ４ ４  

計  ６ ５  ４ ７  

（注）  「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」の欄の上段には、令５年度に新たに育児休業（部分休業）

を取得した者の数を記入しています。 
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６  分限及び懲戒処分の状況  

(1) 分限処分の状況  

  分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を果たせない場合等に行う

処分のことです。令和５年度における分限処分の状況は、次のとおりです。  

（ 単 位 ： 人 ）  

 

 

 

 

 

 

(2) 懲戒処分の状況  

  懲戒処分とは、職員の義務違反に対しその道義的責任を問うことにより、規律

と秩序を維持することを目的として行う処分のことです。令和５年度における懲

戒処分の状況は次のとおりです。  

                              （ 単 位 ： 人 ）  

区    分  免 職  停 職  減 給  戒 告  合 計  

法令に違反した場合 １  １  ０  ０  ２ 

職務上の義務に違反し又は職務を怠っ

た場合 
０  ０  ０  ０  ０  

全体の奉仕者たるにふさわしくない非

行があった場合 
０  ０  ０  ０  ０  

合  計 １  １  ０  ０  ２ 

 

７  服務の状況  

  職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に

当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこととされています。 

  久留米市においては、服務規律等の徹底を図るため、綱紀粛正の通知を行うほ

か、必要の都度、職員の服務に関する指導等を行っております。  

  また、新規採用職員対して服務に関す る研修を実施しているほか、各部局にお

いて倫理研修等を実施し 、 周知徹底を図っております。  

 

８  退職管理の状況  

  令和５年度に課長級以上の職で退職した職員の再就職の状況は、次のとおりで

す。  

                          （ 単 位 ： 人 ）  

退 職 者 数  
う ち 再 就 職 者 数  

再 任 用 職 員  会 計 年 度 任 用 職 員  外 郭 団 体 等  民 間 企 業 等  

２ ３ 人  ８ 人  ０ 人  ８ 人  ３ 人  

（注） 外郭団体等とは久留米市職員の退職管理に関する規則（平成28年久留米市規則第81号）第4条及び第9条各号に掲げる

法人等並びに市と関連する事業を行う団体等をいいます。 

（注） うち再就職者数に本市の常勤特別職等は計上していません。 

 

 

区   分  降 任  免 職  休 職  合 計  

勤務実績が良くない場合 ０  ０   ０   ０  

心身の故障の場合 ０  ０  ５ ０  ５ ０  

職に必要な適格性を欠く場合 ０  ０   ０   ０  

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、

過員を生じた場合 
０  ０   ０   ０  

刑事事件に関し起訴された場合 ０  ０   ０   ０  

合  計 ０  ０  ５ ０  ５ ０  
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９  研修の状況  

  職員の研修は、久留米市人材育成基本方針に基づく効果的な研修実施と中核市に相応しい

意欲と能力を持った人材の育成を図るため、計画的に実施しています。 

  令和５年度に実施した主な研修は、次のとおりです。 

        （ 単 位 ： 人 ）  

研修区分 受講者数 

自己啓発 

通信教育 1 

自主研修 148 

資格取得 13 

セミナー等 0 

小  計 162  

職場研修 

実務研修 5,235 

人権研修 2,290  

男女平等研修 1,986 

公務員倫理研修 1,440 

接遇研修 672  

その他の職場研修 1,452  

小  計 13,075  

職場外研修 

人材育成室 

主催研修 

階層別研修 

一般職員研修 347 

非常勤職員研修 117 

監督者研修 210  

管理者研修 87  

応用選択研修 114 

職能実務研修 

実務力強化研修 1,237 

技術者養成研修 515  

指導者養成研修 510  

課題研修 769 

小  計 3,906  

派遣研修 

国内派遣研修（短期） 89  

国内派遣研修（長期） 11  

海外派遣研修 0  

小  計 100 

小  計 4,006 

合  計 17,243 

（注） 高等学校教職員は、県立高等学校の教職員に準じた研修を行っています。  
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１０  福祉及び利益の保護の状況  

(1) 安全衛生管理  

職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること

を目的とし、労働安全衛生法及び久留米市職員安全衛生規則 の規定に基づき 、総

括安全衛生管理者、産業医、主任安全衛生管理者、衛生管理者及び安全管理者等

の選任並びに安全衛生審議会・安全衛生委員会（ 9 事業場）を設置しています。  

 

(2) 職員の健康管理  

  労働安全衛生法に基づき、職員の健康状態の推移を把握し、潜在する疾病を早

期に発見するため、全職員を対象に一般健康診断を実施し、その結果に基づく保

健指導を行っています。また、特定の有害業務に従事する職員に対しては、特殊

健康診断を実施し、病原体等による感染のおそれのある業務に従事する職員には

予防接種を実施しています。令和 ５ 年度に実施した健康診断の概 要は、次のとお

りです。  

 

区 分  主 な 内 容  受診者数(のべ)  

法定健康診断 総合健康診断、心の定期健康診断(ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ)など 5,754 人 

国の指導勧奨等による健康診断 ＶＤＴ作業従事者健康診断、腰痛健康診断など 259 人 

市で独自に行っている健康診断 過重労働予防健診など 397 人 

 

(3) 利益の保護の状況  

  職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分についての審査

請求制度によって保護されています。  

  勤務条件に関する措置要求制度は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し団  

 体 協 約 を 締 結 す る こ と の 認 め ら れ な い 職 員 が 公 平 委 員 会 に 対 し て 地 方 公 共 団 体

の当局により適切な措置が執られるべきことを要求する制度であり、また、不利

益処分についての審査請求制度は、不利益な処分を受けた職員が公平委員会に対

して審査請求を行うことを認める制度です。  

 

(4) 職員互助会の状況  

①職員互助会について 

◎名 称：久留米市職員共済会 

◎会員数：1,812 人（令和 6 年 3 月末） 

久留米市職員共済会は、「地方公務員法第 42 条」及び「久留米市職員の共済制度に関す

る条例」に基づいて、久留米市職員の福祉の増進を目的に設立された職員の互助組織です。 

 

②負担割合及び金額 

久留米市職員共済会は、会員からの掛金と事業主からの負担金を主な財源として事業

を実施しています。なお、令和 5 年度の給料月額に対する負担割合及び金額は次のとお

りです。  

 

 会員掛金 事業主負担金 

負担割合 ４／１０００ ３／１０００ 

金額（千円） 28,365 21,651 
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③主な事業内容 

・保健事業（会員の健康増進に係る助成） 

・文化事業（会員の文化活動に係る助成） 

・体育事業（会員の体育活動に係る助成） 

・福利事業（会員のレクレーション活動に係る助成） 

・カフェテリアプラン事業（会員の健康・元気回復等に対する助成） 

・給付事業（会員への慶弔給付等） 

・貸付事業（会員への生活資金等の貸付） 

 

１１  勤務条件に関する措置の要求の状況  

  勤務条件に関する措置要求制度は、職員から勤務条件に関し、適当な行政上の  

 措置を求める要求があった場合に、公平委員会が必要な審査をした上で判定を行  

 い、あるいはあっせん又はこれに準ずる方法で事案の解決に当たるものです。  

  令和５ 年度中に新たな措置要求はなく、また係属している事案もありません。 

 

１２  不利益処分に関する審査請求の状況  

不利益処分についての審査請求制度は、職員から懲戒その他その意に反する不

利益な処分を受けたとして審査請求があった場合、公平委員会が、事案を審査し、

その結果に基づいて、その処分を承認し、修正し、又は取り消す判定を行うもの

です。なお、令和５ 年度の状況は次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分  
令 和 ４ 年 度 末

の 係 属 件 数  

令 和 ５ 年 度  

中 の 申 立 件 数  

令 和 ５ 年 度  

中 の 処 理 件 数  

令 和 ６ 年 度  

へ の 繰 越 件 数  

懲 戒 処 分  ０  ０  ０  ０  

分 限 処 分  ０  ０  ０  ０  

そ の 他  ０  ０  ０  ０  

計  ０  ０  ０  ０  


